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告 示 

 

三重県告示第 525号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 7 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録事

項の変更の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  令和 3 年 8 月 17 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 13 年 6 月 22 日 第 1 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

津安芸農業協同組合 代表理事組合長 水谷 隆 津市一色町 211 番地 

3  変更内容 

代表者の変更 

代表理事組合長 水谷 隆 

 

三重県告示第 526号 

令和 3 年度三重県内における事業所の労働条件等の実態調査を次のとおり実施します。 

  令和 3 年 8 月 17 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査の目的 

  本年の三重県内における事業所の福利厚生、休暇制度、労働環境等の状況を把握する。 

2  調査の期間 

  令和 3 年 8 月 19 日（木）から同年 9 月 18 日（土）まで（31 日間） 

3  調査対象事業所 

  日本標準産業分類の大分類に定める対象産業（ただし、「農業、林業」、「漁業」、「鉱業、採石業、砂利

採取業」、「公務（他に分類されるものを除く）」及び「分類不能の産業」を除く。）とし、そのうちの常用

従業者規模が 10 人以上 300 人未満の事業所から抽出した 2,000 事業所 

4  調査の方法 

  郵送調査 

5  調査の主な内容 

(1) 事業所の現況等について 

(2) 常用従業者の状況について 

(3) 労働時間・休日休暇等について 

(4) 新規学卒者の採用やインターンシップについて 

(5) 正社員の中途採用について 

(6) 定年制について 

(7) 同一労働同一賃金への対応について 

(8) 仕事と家庭の両立支援について 

(9) 男女共同参画の取組について 

(10) メンタルヘルス対策への取組について 

(11) 多様な就労形態の導入について 

(12) 誰もが働きやすい職場づくりに関する意識について 

 

 

 

 公 告 
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土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 17 項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就

任の届出がありました。 

  令和 3 年 8 月 17 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

 名古土地改良区（多気郡多気町波多瀬 1607 番地） 

退任理事 

 多気郡多気町波多瀬 1614 番地 山 本   忠 

  〃  〃  〃  1693 番地 坂 口 藤 雄 

  〃  〃  〃  1733 番地 2 坂 口 陽 子 

  〃  〃  〃  1675 番地 坂 口 吉 春 

  〃  〃  〃  1653 番地 3 山 本 正 幸 

 退任監事 

 多気郡多気町波多瀬 150 番地 高 橋 幸 照 

  〃  〃  〃  1667 番地 田 牧 久 代 

就任理事 

 多気郡多気町波多瀬 1614 番地 山 本   忠 

  〃  〃  〃  1693 番地 坂 口 藤 雄 

  〃  〃  〃  1733 番地 2 坂 口 陽 子 

  〃  〃  〃  1675 番地 坂 口 吉 春 

  〃  〃  〃  1653 番地 3 山 本 正 幸 

 就任監事 

 多気郡多気町波多瀬 150 番地 高 橋 幸 照 

  〃  〃  〃  1667 番地 田 牧 久 代 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、三重県知事から通知がありました。 

    令和 3 年 8 月 17 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（農地の確定測量） 

2   作業期間 

    令和 3 年 7 月 29 日から令和 4 年 3 月 31 日まで 

3   作業地域 

  松阪市笹川町及び同市大河内町 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、三重県中南勢流域下水道事務所長から通知がありました。 

    令和 3 年 8 月 17 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（基準点測量） 

2   作業期間 

    令和 3 年 8 月 16 日から同年 11 月 24 日まで 

3   作業地域 

  多気郡明和町斎宮 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、国土交通省近畿地方整備局紀南河川国道事務所長から通知がありました。 

    令和 3 年 8 月 17 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   
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1   作業種類 

    公共測量（航空レーザ測深） 

2   作業期間 

    令和 3 年 8 月 16 日から令和 4 年 2 月 28 日まで 

3   作業地域 

  南牟婁郡紀宝町の一部 

 

 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定しましたので、三重県企業庁の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

（平成 7 年三重県企業庁管理規程第 9 号）第 12 条の規定により公告します。 

  令和 3 年 8 月 17 日 

三重県企業庁長  喜  多  正  幸   

1  物品等の名称及び数量 三重県企業庁業務用パソコン 190 台 

2  担 当 部 局 三重県津市広明町 13 番地 

 三重県企業庁企業総務課 

3  落 札 者 決 定 日 令和 3 年 8 月 6 日 

4  落 札 者 三重県四日市市浜田町 5 番 27 号第 3 加藤ビル 5 階 

 株式会社フューチャーイン四日市営業所 所長 斉藤 晋 

5  落 札 金 額 入札価格 27,770,000 円 

 契約金額 30,547,000 円 

6  決 定 手 続 一般競争入札 

7  入 札 公 告 日 令和 3 年 6 月 25 日 

 

 

特定調達公告 
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発行  三  重  県 

三重県津市広明町 13 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ http://www.pref.mie.lg.jp/ 
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